
夏
斯
波
宗
家
の
去
就

越
中
国
岡
成
名
を
緒
に
、
霜
月
騒
動
に
お
よ
ぶ

は
じ
め
に

し

ば

む

ね

い

え

斯
波
宗
家
は
、
足
利
泰
氏
の
庶
長
子
た
る
足
利
（
斯
波
）
家
氏
の
嫡

男
で
、
斯
波
氏
の
第
二
代
で
あ
る
。
父
家
氏
は
『
吾
妻
鏡
』
に
将
軍
の

近
習
と
し
て
散
見
す
る
も
の
の
、
同
書
の
記
事
は
、
文
永
三
年
(
―
二

六
六
）
ま
で
し
か
残
ら
ず
、
鎌
倉
後
期
の
斯
波
氏
に
つ
い
て
は
、
茫
漠

た
る
状
況
に
あ
る
。

そ
ん
な
な
か
、
本
稿
で
着
目
す
る
の
は
、
越
中
国
岡
成
名
（
高
岡
市

街
地
の
北
西
、
小
矢
部
川
の
右
岸
、
旧
西
条
村
の
一
帯
）
で
あ
る
。
鎌

倉
末
期
の
岡
成
名
に
関
す
る
関
東
裁
許
状
二
通
に
は
、
斯
波
宗
家
と
そ

(
1
)
 

の
嫡
子
斯
波
宗
氏
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
じ
た
い
は
、
す
で
に

利
用
さ
れ
、
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
お
っ
て
述
べ
る
ご

と
く
、
宗
家
を
め
ぐ
る
先
学
の
理
解
に
は
、
い
く
つ
か
の
誤
認
が
み
ら

れ
、
ま
ず
は
、
そ
れ
ら
の
混
乱
を
整
序
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
岡
成
名
を
め
ぐ
る
考
察
を
糸
口
に
、
鎌
倉
後
期
幕
府
政
治

史
の
一
側
面
の
提
示
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

因
0

本
稿
の
翌
場
人
物

警
—
詈
警
莉
馴

臼
函
園
—
胃

讐
訊
？
霞

墨
麿
ー
頌
？
麿
—
間

囲`
冑
—
冒

瞬
↑
胃

虹
泰
ー
冒
ー
冒

炉
ー
事
？
詈
—
扉

間
甲
盛
間
冒

門
房
ー
冒
冒

田
↑
胃
冒
詈
詈

麿
冑
[
閂
胃
鳳
配

北
条時

政

博
宍義

時

図
1

北
条
・
足
利
氏
略
系
図

熊

谷

隆

之
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斯
波
宗
家
と
岡
成
名

岡
成
名
の
関
東
裁
許
状
二
通
は
、
佐
々
木
氏
高
島
流
の
朽
木
氏
と
、

そ
れ
に
対
す
る
岡
成
・
松
重
氏
の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
長
文
に
わ
た
る
の
で
、
以
下
、
岡
成
氏
と
の
相
論
か
ら
読
み
と
れ

る
情
報
を
、
本
稿
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
摘
記
す
る
。

承
久
三
年
(
―
ニ
ニ
―
)
の
承
久
の
乱
後
、
岡
成
氏
を
ふ
く
め
た
付

近
の
地
頭
や
名
主
は
、
乱
で
幕
府
方
の
北
陸
道
大
将
軍
を
務
め
た
北
条

（
名
越
）
朝
時
に
帰
し
、
安
貞
年
間
(
―
ニ
ニ
七
＼
二
九
）
に
所
領
を

寄
付
し
て
、
代
官
職
に
補
さ
れ
た
。
建
長
二
年
（
―
二
五

0
)

I

―
一月

に
は
、
岡
成
盛
景
が
子
息
の
岡
成
景
長
に
譲
状
を
書
き
、
弘
長
二
年
（
一

二
六
二
）
八
月
、
斯
波
宗
家
が
安
堵
の
下
文
を
出
し
た
。

そ
の
後
、
岡
成
名
は
「
足
利
尾
張
三
郎
宗
家
跡
」
と
な
り
、
嘉
元
二

年
(
-
三

0
四
）
―
二
月
、
朽
木
義
綱
が
悪
党
召
し
捕
り
の
賞
と
し
て

岡
成
名
を
拝
領
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
機
に
朽
木
氏
と
岡
成
氏
の
相

論
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
過
程
で
、
斯
波
宗
家
の
嫡
子
斯
波
宗
氏
は
、
幕

府
か
ら
尋
問
を
う
け
、
延
慶
二
年
(
-
三

0
九
）
三
月
、
伝
領
の
経
緯

を
記
す
請
文
を
提
出
し
た
。

以
上
の
経
緯
か
ら
確
実
な
の
は
、
先
学
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
斯
波

(2) 

宗
家
の
父
斯
波
家
氏
が
名
越
朝
時
の
娘
を
母
と
す
る
こ
と
か
ら
、
岡
成

名
は
、
朝
時
、
そ
の
娘
、
家
氏
を
経
て
宗
家
に
伝
領
さ
れ
る
も
、
の
ち

に
斯
波
氏
の
手
を
離
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
川
信
は
、
嘉
元
三
年
(
-
三
0
五
）
四
月
、
得
宗
執

事
北
条
宗
方
が
連
署
北
条
時
村
を
討
ち
、
続
い
て
宗
方
が
殺
さ
れ
た
嘉

(3) 

元
の
乱
で
、
罪
人
を
預
か
っ
た
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
を
斯
波
宗
家

妥

達

発

盛

）

（

4
）

に
比
定
し
、
『
最
上
系
図
』
に
宗
家
が
「
奥
州
時
被
レ
討
」
、
つ
ま
り
弘

安
八
年
(
―
二
八
五
）
―
一
月
、
平
頼
網
方
と
安
達
泰
盛
方
が
戦
っ
た

霜
月
騒
動
で
討
た
れ
た
と
あ
る
の
は
、
誤
り
と
し
た
う
え
で
、
岡
成
名

が
斯
波
氏
の
手
を
離
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宗
家
が
霜
月
騒
動
に

(
5
}
 

関
与
し
て
岡
成
名
を
没
収
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
を
う
け
、
『
富
山
県
史
通
史
編
II

中
世
』
は
、
「
尾
張
左
近

(6) 

大
夫
将
監
」
を
『
勅
撰
作
者
部
類
』
の
「
時
有
紐
翫
四
蒻
賛

C

」
、
す
な

わ
ち
越
中
国
守
護
の
北
条
（
名
越
）
時
有
に
比
定
し
、
斯
波
宗
家
は
霜

(
7
)
 

月
騒
動
で
死
に
、
岡
成
名
も
没
収
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

名
越
時
有
は
北
条
（
佐
介
）
宜
房
の
息
で
、
の
ち
名
越
公
貞
の
養
子
に

(8) 

な
っ
た
と
す
る
理
解
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
い
ず
れ
の
理
解
も
誤
謬
を
ふ
く
む
。
以
下
、
事
実
関
係

を
整
理
す
る
。岡

成
名
と
霜
月
騒
動

ま
ず
、
嘉
元
の
乱
の
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
を
名
越
時
有
と
す
る

『
富
山
県
史
』
の
理
解
を
検
証
す
る
。
別
稿
で
述
べ
た
と
お
り
、
名
越

時
有
と
佐
介
時
有
の
系
譜
・
官
職
は
、
諸
史
料
で
一
貫
し
、
両
人
は
別

(9) 

人
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
別
の
理
由
も
あ
っ
て
、
名
越
時
有
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
、
後
述
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
を
斯
波
宗
家
と
す
る
小
川
信
の
理
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解
を
検
証
す
る
。
確
か
に
、
宗
家
は
岡
成
名
の
裁
許
状
で
「
足
利
尾
張

三
郎
宗
家
」
と
よ
ば
れ
る
。
実
際
、
宗
家
の
父
斯
波
家
氏
の
極
官
は
、

(10) 

尾
張
守
で
あ
り
、
系
図
類
に
よ
れ
ば
、
宗
家
の
極
官
も
左
近
大
夫
将
監

(11) 

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
か
ぎ
り
で
、
宗
家
は
「
尾
張
左
近
大

夫
将
監
」
た
る
要
件
を
満
た
す
。

だ
が
、
嘉
元
の
乱
で
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
と
と
も
に
登
場
す
る

面
々
を
み
る
と
、
そ
の
な
か
に
「
足
利
讃
岐
入
道
」
が
い
る
。
と
き
の

足
利
氏
の
当
主
た
る
足
利
貞
氏
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
、
斯
波
宗
家
が
足

利
の
名
字
を
も
っ
て
称
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
岡
成
名
の
裁
許
状
が

あ
り
、
斯
波
氏
は
、
室
町
幕
府
成
立
後
も
、
足
利
の
名
字
を
名
乗
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
家
格
の
高
さ
で
知
ら
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
鎌
倉
期
の
史
料
上
に
お
い
て
、
名
字
を
付
さ
ず
、

官
職
な
ど
の
名
乗
り
の
み
の
人
名
表
記
は
、
北
条
氏
一
門
に
こ
そ
、
ふ

さ
わ
し
い
。
現
に
、
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
に
該
当
し
そ
う
な
北
条
氏

一
門
は
、
幾
人
か
い
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
登
場
し
た
佐
介
時
有
は
、

そ
の
一
候
補
で
あ
る
。

（北
条
貞
時
）

か
た
や
、
乾
元
元
年
(
-
=
IOI
―
)
の

『
最
勝
苑
寺
殿
供
養
御
所
出

(12) 

御
御
供
奉
人
事
』
に
「
尾
張
守
時
店
。」
が
み
え
る
。
北
条
（
伊
具
）
時
高

で
あ
る
。
諸
系
図
は
、
時
高
の
子
息
伊
具
時
邦
の
官
職
を
左
近
将
監
と

(13) 

記
す
。
時
邦
が
す
で
に
任
官
し
、
叙
爵
さ
れ
て
い
れ
ば
、
嘉
元
三
年

（
一
三

0
五
）
の
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
は
、
時
邦
の
可
能
性
が
あ

る
。
た
だ
し
、
さ
き
の
佐
介
時
有
も
ふ
く
め
、
世
代
が
下
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
線
は
薄
い
。

他
方
、
乾
元
元
年
の
前
掲
史
料
に
「
尾
張
左
近
大
夫
公
月
」
が
み
え
る
。

名
越
公
貞
で
あ
る
。
嘉
元
四
年
三
月
、
公
貞
は
民
部
少
輔
に
任
官
し
て

(14) 

お
り
、
嘉
元
三
年
の
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
は
、
公
貞
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。

な
お
、
名
越
公
貞
は
名
越
時
有
の
父
に
あ
た
る
。
公
貞
が
尾
張
守
に

任
じ
た
徴
証
も
な
い
。
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
は
、
時
有
で
は
あ
り
え

な
い
と
、
さ
き
に
述
べ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
嘉
元
三
年
の
「
尾
張
左
近
大
夫
将
監
」
は
、
斯

波
宗
家
で
は
な
く
、
ゆ
え
に
、
宗
家
が
霜
月
騒
動
で
討
た
れ
た
と
す
る

『
最
上
系
園
』
の
記
述
に
、
確
た
る
疑
念
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
む

し
ろ
、
宗
家
が
霜
月
騒
動
に
関
与
し
た
傍
証
と
し
て
、
岡
成
名
が
斯
波

氏
の
手
を
離
れ
た
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
「
足
利
尾
張

三
郎
宗
家
跡
」
と
い
う
表
現
は
、
宗
家
が
斯
波
氏
で
最
後
の
岡
成
名
の

領
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

ち
な
み
に
、
朽
木
義
網
が
岡
成
名
を
拝
領
し
た
こ
と
も
、
そ
の
傍
証

た
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
義
綱
の
父
朽
木
頼
綱
は
、
霜
月
騒
動
で
奮

(15) 

戦
し
た
。
没
収
所
領
が
、
旧
主
の
近
親
な
ど
関
係
者
に
給
与
さ
れ
る
事

例
の
多
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
。

も
と
よ
り
、
斯
波
宗
家
の
霜
月
騒
動
へ
の
関
与
に
言
及
し
た
論
考
は
、

(16) 

足
利
氏
関
係
の
も
の
を
は
じ
め
、
あ
ま
た
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
そ
の
根
拠
は
『
最
上
系
医
』
の
み
で
あ
り
、
あ
え
て
本

稿
で
は
、
逐
一
そ
れ
ら
を
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
系
図
の
注
記
は
貴
重

な
情
報
な
が
ら
、
そ
れ
の
み
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
危
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う
い
こ
と
か
。
本
稿
が
岡
成
名
か
ら
考
察
を
は
じ
め
た
の
は
、
そ
の
た

め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
な
か
に
は
、
岡
成
名
と
は
別
の
事
例
を
も
と
に
、
斯
波

宗
家
の
没
落
を
指
摘
し
た
先
学
も
い
る
。
網
野
善
彦
で
あ
る
。
網
野
は
、

常
陸
国
の
荘
園
公
領
に
関
す
る
論
考
の
な
か
で
、
行
方
郡
蔵
成
名
を
知

行
し
た
斯
波
宗
家
が
霜
月
騒
動
で
倒
れ
、
蔵
成
名
が
北
条
氏
領
に
な
っ

(17) 

た
と
跡
づ
け
た
。

網
野
善
彦
の
眼
目
は
、
常
陸
国
の
荘
園
公
領
に
あ
り
、
岡
成
名
に
関

す
る
言
及
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
越
中
国
と
常
陸
国
の
事
例
か

ら
導
か
れ
た
理
解
は
、
期
せ
ず
し
て
一
致
す
る
。
斯
波
宗
家
の
霜
月
騒

動
へ
の
関
与
は
、
確
た
る
事
実
と
し
て
認
め
う
る
と
思
う
。

霜
月
騒
動
と
斯
波
宗
家

つ
ぎ
に
、
斯
波
宗
家
が
霜
月
騒
動
で
安
達
泰
盛
方
に
与
し
た
背
景
を

さ
ぐ
る
。
泰
盛
方
に
は
、
伴
野
氏
を
は
じ
め
、
安
達
氏
の
縁
戚
が
ふ
く

(18) 

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
別
稿
で
も
取
り

(19) 

あ
げ
た
宗
家
の
姻
戚
関
係
を
た
ど
る
。

斯
波
家
氏
の
妻
に
、
北
条
（
苅
田
）
時
継
（
あ
ら
た
め
為
時
）
の
娘

が
い
る
。
斯
波
宗
家
の
母
で
あ
る
。
時
継
は
、
鎌
倉
中
期
の
幕
府
重
鎮

た
る
北
条
重
時
の
長
子
で
あ
り
な
が
ら
、
廃
嫡
さ
れ
、
『
吾
妻
鏡
』
か

ら
完
全
に
「
抹
殺
」
さ
れ
た
閲
歴
を
も
つ
。
時
継
の
別
の
娘
は
、
宗
家

に
嫁
し
、
斯
波
宗
氏
を
産
む
。

苅
田
時
継
の
ま
た
別
の
娘
は
、
足
利
（
渋
川
）
兼
氏
に
嫁
し
、
渋
川

図
2

園
康
元
元
年
一
一
月
孜
変
の
失
騨
什

K
各
9

二
月
騒
動
の
死
没

・
失
隣
行

閾

m
'弘
安
七
年
六
月
致
変
の
死
没

・
夭
膚
で

泰

時

時

氏

経

時

詩
蔦

[;:F
宗

ー
田
時
ー

躙
時`い

り奇

塁閑 阻 誓
I I I I I I I I I 

＇間~l『 ；乱 女” 
りこ~f

二—宗：

「家-・ ホ•
氏

義
春
を
産
む
。
義
春
は
、
文
永
九
年
(
―
二
七

二
）
、
得
宗
北
条
時
宗

の
異
母
兄
北
条
時
輔
が
殺
さ
れ
た
二
月
騒
動
で
流
さ
れ
、
そ
の
父
兼
氏

は
、
康
元
元
年
(
-
―
―
五
六
）
―
一
月
、
得
宗
北
条
時
頼
の
出
家
に
と

．．
 義

時

北
条
・
足
利
氏
関
係
系
図
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安
●義

景

も
な
い
、
時
頼
の
同
母
弟
た
る
北
条
（
阿
蘇
）
時
定
（
あ
ら
た
め
為
時
）

が
流
さ
れ
た
政
変
に
際
し
、
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
「
失
踪
」
す
る
。

斯
波
家
氏
と
渋
川
兼
氏
の
母
は
、
名
越
朝
時
の
娘
で
あ
る
。
そ
の
兄

弟
や
姻
戚
に
は
、
二
月
騒
動
で
殺
さ
れ
た
名
越
時
章
・
教
時
、
配
流
さ

れ
た
新
田
（
世
良
田
）
頼
氏
な
ど
、
渋
川
義
春
と
関
係
を
も
つ
面
々
が

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
弘
安
七
年
(
―
二
八
四
）
六
月
の
政
変
で
、
自
決

し
た
足
利
家
時
、
殺
さ
れ
た
佐
介
時
国
、
流
さ
れ
た
佐
介
時
光
も
い
た
。

か
く
て
斯
波
宗
家
の
姻
戚
に
は
、
ま
さ
に
、
鎌
倉
中
期
の
幕
府
政
変

に
お
け
る
敗
者
の
揃
い
ぶ
み
、
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。
だ
が
、
安
達
泰

盛
と
の
関
係
は
、
み
あ
た
ら
な
い
。

図
3

霜
月
騒
動
関
係
系
図

(1)

闘

，
霜
月
騒
動
の
死
没

・
夫
調
者

口
〗

罰
ー
女

．，
 眉

警
」
女

女

L—
“
秀

皇
葎
’

-丁
|
＇

•• 
女

T
女

園

-
下
|
子
経

廣
績

●
戴

宗
家
ー
ー
宗
氏

女

一丁翫
曹

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
斯
波

宗
家
の
嫡
子
斯
波
宗
氏
の
姻

戚
を
た
ど
る
。
ま
ず
、
宗
氏

の
妻
に
、
長
井
時
秀
の
娘
が

い
る
。
宗
氏
の
嫡
子
斯
波
高

(20) 

経
の
母
で
あ
る
。
時
秀
は
、

安
達
泰
盛
の
姉
妹
を
妻
に
も

(21) 

ち
、
そ
の
嫡
子
長
井
宗
秀
と

も
ど
も
、
霜
月
騒
動
で
失
脚

す
る
。斯

波
宗
氏
の
妻
の
姉
妹
、

す
な
わ
ち
長
井
時
秀
の
娘
に
、

(22) 

宇
都
宮
貞
綱
の
妻
が
い
る
。

(23) 

貞
綱
の
母
は
安
達
泰
盛
の
姉
妹
で
、
父
宇
都
宮
景
綱
は
、
霜
月
騒
動
で

失
脚
す
る
。

斯
波
宗
氏
の
妻
の
兄
弟
で
あ
る
長
井
宗
秀
の
妻
に
、
北
条
（
金
沢
）

〈

24)

実
時
の
娘
が
い
る
。
実
時
の
嫡
子
金
沢
顕
時
は
、
安
達
泰
盛
の
娘
を
妻

(25) 

に
も
ち
、
霜
月
騒
動
で
失
脚
す
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
霜
月
騒
動
で
失
脚
し
た
金
沢
顕
時
、
長
井
宗
秀
、

宇
都
宮
景
綱
ら
の
姻
戚
関
係
の
な
か
に
、
斯
波
宗
家
・
宗
氏
父
子
の
姿

を
み
い
だ
し
う
る
。
斯
波
氏
は
、
宗
氏
の
妻
を
つ
う
じ
て
、
有
力
外
様

御
家
人
の
幕
閣
、
さ
ら
に
は
安
達
泰
盛
と
も
結
び
つ
き
を
も
ち
つ
つ

あ
っ
た
。
北
条
氏
各
流
と
の
婚
姻
ば
か
り
が
目
立
つ
足
利
氏
嫡
流
や
渋

川
氏
と
は
、
い
さ
さ
か
、
そ
の
立
場
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
斯
波
宗
家
と
渋
川
義
春
は
、
家
柄
的
に
も
世
代
的
に
も
、

『
吾
妻
鏡
』
に
登
場
し
て
、
し
か
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。
だ
が
、
両
人

は
、
い
っ
さ
い
登
場
し
な
い
。
阿
蘇
時
定
、
苅
田
時
継
、
渋
川
兼
氏
に

続
く
「
抹
殺
」
の
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
斯
波
宗
家
が
お
か
れ
た
状
況
を
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
た
ど

(26) 

る。
文
永
六
年
(
―
二
六
九
）
―
一
月
、
斯
波
宗
家
の
父
斯
波
家
氏
は
、

(27) 

真
言
僧
の
権
僧
正
定
清
か
ら
付
法
を
う
け
る
。
こ
れ
以
前
に
隠
退
し

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
永
七
年
五
月
、
家
氏
の
父
足
利
泰

(28) 

氏
が
五
五
歳
で
死
ぬ
。
家
氏
の
弟
で
泰
氏
の
後
嗣
た
る
足
利
頼
氏
は
、

(29) 

す
で
に
弘
長
二
年
(
―
二
六
二
）
四
月
、
ニ
―
―
一
歳
で
没
し
て
い
る
。
泰

氏
の
死
後
、
嫡
流
を
継
い
だ
の
は
、
一

0
歳
の
孫
足
利
家
時
で
あ
っ
た
。
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以
上
で
述
べ
た
こ
と
の
大
半
は
、
す
で
に
先
学
が
指
摘
し
て
お
り
、

本
稿
は
、
岡
成
名
を
始
点
、
霜
月
騒
動
を
終
点
と
し
て
、
そ
の
過
渡
の

事
実
関
係
を
整
序
し
た
に
と
ど
ま
る
。
新
た
に
み
え
は
じ
め
た
諸
々
の

問
題
の
ほ
う
が
、
つ
か
ん
だ
果
実
と
し
て
は
、
大
き
い
と
い
う
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。
政
権
中
枢
の
政
治
過
程
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
力
御
家
人

お
わ
り
に

斯
波
宗
家
の
従
兄
弟
渋
川
義
春
は
、
文
永
九
年
三
月
、
二
月
騒
動
の

(30) 

余
波
で
配
流
と
な
る
。
翌
年
、
召
し
返
さ
れ
る
も
、
政
治
的
に
は
失
脚

し
た
可
能
性
が
高
い
。
二
月
騒
動
で
は
、
宗
家
と
義
春
の
父
方
の
外
戚

た
る
北
条
氏
名
越
流
も
、
大
打
繋
を
う
け
た
。

二
度
の
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
を
経
た
弘
安
七
年
(
―
二
八
四
）
四
月
、
得

宗
北
条
時
宗
が
三
四
歳
で
世
を
去
る
。
継
嗣
の
得
宗
北
条
貞
時
は
、
一

四
歳
で
あ
る
。
母
の
蓑
父
安
達
泰
盛
と
得
宗
執
事
平
頼
綱
が
貞
時
を
輔

佐
す
る
も
、
体
制
は
盤
石
で
は
な
く
、
危
機
に
瀕
し
た
北
条
氏
得
宗
流

と
、
そ
れ
に
対
す
る
足
利
氏
嫡
流
や
北
条
氏
庶
流
と
の
暗
闘
が
は
じ
ま

る。
そ
の
ひ
と
つ
の
、
と
は
い
え
重
大
な
帰
結
が
、
弘
安
七
年
六
月
、
足

(31) 

利
家
時
の
自
決
で
あ
っ
た
。
と
き
に
家
時
は
二
五
歳
で
、
後
嗣
足
利
貞

(32) 

氏
は
―
二
歳
に
す
ぎ
な
い
。
斯
波
宗
家
に
と
れ
ば
、
老
い
た
父
は
去
り
、

同
世
代
の
従
兄
弟
は
落
ち
ぶ
れ
、
嫡
流
の
若
き
当
主
ま
で
も
が
逝
き
、

み
ず
か
ら
は
一
門
の
長
老
と
な
っ
た
。
望
む
と
、
望
ま
ざ
る
と
。

か
く
て
弘
安
八
年
―
一
月
、
斯
波
宗
家
は
、
霜
月
騒
動
を
む
か
え
る
。

の
一
門
内
の
状
況
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
、
そ
の
時
期
的
推
移
も
と
ら
え

な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
鎌
倉
幕
府
政
治
史
を
読
み
な
お
す
。
か
よ
う
な

視
角
は
、
今
後
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
中
期
に
お
け
る
幕
府
政
変
は
、
連
鎖
す
る
。
建
長
三
年
(
-
=-

五
一
）

一
―
一月
政
変
で
、
足
利
泰
氏
は
出
家
し
、
康
元
元
年
（
―
二
五

六
）
―

一
月
政
変
で
、
そ
の
子
息
た
る
渋
川
兼
氏
は
「
失
踪
」
す
る
。

文
永
九
年
(
-
―
一
七
二
）
の
二
月
騒
動
で
、
そ
の
子
息
た
る
渋
川
義
春

は
流
さ
れ
、
弘
安
七
年
(
―
二
八
四
）
六
月
政
変
で
、
そ
の
従
兄
弟
た

る
足
利
家
時
は
自
決
す
る
。
政
変
の
担
い
手
は
、
世
代
を
下
り
、
脊
属

を
ま
き
こ
み
、
つ
ぎ
な
る
政
変
を
惹
き
お
こ
す
。

そ
れ
に
対
し
、
霜
月
騒
動
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
弘
安
七
年
六
月
政

(33) 

変
を
、
そ
の
前
哨
戦
と
み
る
評
価
も
あ
る
。
だ
が
、
実
際
、
同
政
変
と

霜
月
騒
動
の
関
係
は
、
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。
康
元
元
年
―
一
月
政
変
、

二
月
騒
動
、
弘
安
七
年
六
月
政
変
に
は
、
北
条
氏
各
流
、
足
利
氏
嫡
流
、

渋
川
氏
が
関
与
す
る
。
対
し
て
、
霜
月
騒
動
の
安
達
泰
盛
方
に
は
、
縁

座
し
た
金
沢
顕
時
を
例
外
と
し
て
、
北
条
氏
各
流
、
足
利
氏
嫡
流
、
渋

川
氏
の
姿
は
み
え
な
い
。

そ
し
て
、
む
し
ろ
、
霜
月
騒
動
に
い
た
る
連
鎖
の
前
ぶ
れ
は
、
別
の

と
こ
ろ
に
看
取
し
う
る
。

弘
長
元
年
(
―
二
六
一
）
三
月
、
関
東
評
定
衆
の
二
階
堂
行
久
は
、

(34) 

起
請
連
署
へ
の
加
判
を
断
り
、
評
定
衆
を
辞
す
る
。
弘
長
三
年
六
月
、

関
東
引
付
衆
の
後
藤
基
政
•
関
戸
頼
景
は
、
上
洛
し
て
六
波
羅
評
定
衆

(35) 

と
な
る
。
基
政
の
父
後
藤
基
綱
に
は
宮
騒
動
に
連
座
し
た
経
歴
が
あ
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り
、
頼
景
は
安
達
泰
盛
の
庶
兄
で
あ
る
。
文
永
七
年
(
―
二
七

0
)
八
月
、

(36) 

関
東
引
付
衆
の
後
藤
基
頼
は
、
上
洛
し
て
六
波
羅
評
定
衆
と
な
る
。
基

頼
は
基
政
の
嫡
子
で
あ
る
。

建
治
元
年
(
―
二
七
五
）
―
二
月
、
関
東
引
付
衆
の
伊
賀
光
政
•
町

(37) 

野
政
康
・
ニ
階
棠
行
清
は
、
上
洛
し
て
六
波
羅
評
定
衆
と
な
る
。
光
政

の
祖
父
伊
賀
光
宗
は
伊
賀
氏
の
乱
、
政
康
の
父
町
野
康
持
は
宮
騒
動
に

縁
座
し
た
過
去
を
も
ち
、
行
清
は
加
判
を
拒
ん
だ
―

―階
堂
行
久
の
嫡
子

(38) 

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
事
は
、
六
波
羅
の
機
構
整
備
の

一
環
と
し
て
理
解
さ
れ

(39) 

る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
左
遷
の
色
合
い
も
、
き
わ
め
て
濃
い
。
そ
し

て
、
関
東
の
幕
閣
と
な
る
佐
々
木
氏
の
庶
流
京
極
氏
に
対
し
、
六
波
羅

評
定
衆
と
な
る
嫡
流
六
角
氏
も
ふ
く
め
る
と
、
過
半
は
姻
戚
関
係
で
つ

図
4

霜
月
騒
動
関
係
系
図
（
2
）
な
が
る
。
二
階
堂
行
景
は
後
藤

"
●霜月騒動の死没
・失
悶
基
綱
の
外
孫
で
、
二
階
堂
行
清

(40) 

の
娘
婿
、
太
田
時
連
は
六
角
頼

(41) 

綱
の
娘
婿
、
六
角
頼
明
は
頼
綱

の
嫡
子
で
、
行
清
の
娘
婿
に
あ

(42) 

た
る
。
果
た
し
て
霜
月
騒
動

で
、
行
景
は
死
に
、
時
連
は
失

脚
し
、
頼
明
は
廃
嫡
さ
れ
る
。

霜
月
騒
動
を
、
得
宗
被
官
と

外
様
御
家
人
の
対
立
の
構
図
で

と
ら
え
る
古
典
的
理
解
に
、
先

祖
が
え
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
安
達
泰
盛
方
に
は
、
他

の
政
変
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
広
範
で
、
多
く
の
有
力
外
様
御
家
人

が
加
わ
っ
た
。
こ
の
こ
と
じ
た
い
の
意
味
は
、
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お

さ
れ
て
、
し
か
る
べ
き
か
と
思
う
。

と
り
わ
け
、
他
の
政
変
に
与
せ
ぬ
斯
波
宗
家
の
存
在
は
、
や
は
り
目

を
惹
く
。
宗
家
は
、
北
条
氏
庶
流
を
外
戚
と
す
る
立
場
か
ら
、
安
達
氏
、

長
井
氏
、
宇
都
宮
氏
、
太
田
氏
、
二
階
堂
氏
な
ど
、
幕
閣
の
有
力
外
様

御
家
人
と
縁
故
を
む
す
ぶ
存
在
へ
と
転
身
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
ん
な
な

か
、
む
か
え
た
の
が
、
霜
月
騒
動
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
霜
月
騒
動
を
め
ぐ
る
構
図
の
具
休
像
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

後
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

【注】
(
1
)
「
内
閣
文
庫
所
蔵
朽
木
家
古
文
書
」
正
慶
元
年
九
月
二
三
日
、
関
東

下
知
状
案
（
『
鎌
倉
遺
文
』
四
一
巻
三

一
八
五

0
号
）
。
同
前
、
正

慶
元
年
―
一
月
二
日
、
関
東
下
知
状
案
（
『
鎌
倉
遺
文
』
四
一
巻

三
一
八
八
一
号
）
。

(
2
)
『
尊
卑
分
脈
』
清
和
源
氏
・
斯
波
、
家
氏
の
項
（
以
下
『
新
訂
増

補
国
史
大
系
」
本
）
な
ど
。

(
3
)
『
鎌
倉
年
代
記
』
嘉
元
三
年
条
・
裏
書
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』

本）。

(
4
)
『
最
上
系
図
』
宗
家
の
項
（
『
続
群
書
類
従
第
互
輯
上
系
図
部
』）。

(
5
)
小
川
信
「
斯
波
氏
の
興
起
と
分
国
の
形
成
」
（
同
『
足
利
一
門
守
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一
九
八

0
年
。
初
出
一
九
七

田
中
大
喜
編

下
野
足
利
氏
』

護
発
展
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
＼
七
三
年
）
。

(
6
)
『
勅
撰
作
者
部
類
』
（
『
八
代
集
全
註

3
』)。

(
7
)
久
保
尚
文
「
鎌
倉
政
権
の
成
立
」
（
『
富
山
県
史
通
史
編
II

世
』
第
一
章
第
一
節
、
富
山
県
、
一
九
八
四
年
）
。

(
8
)
久
保
尚
文
「
越
中
守
護
名
越
時
有
と
そ
の
所
領
に
つ
い
て
」
（
『
富

山
史
壇
』
六
四
号
、
一
九
七
六
年
）
。

(
9
)
熊
谷
隆
之
「
鎌
倉
幕
府
支
配
の
北
陸
道
に
お
け
る
展
開
」
（
『
富
山

史
壇
』
一
六
八
号
、
二

0
1
―一年）。

(10)
『
血
脈
類
集
記
』
第
一
―
・
権
僧
正
定
清
付
法
（
『
真
言
宗
全
書

第
三
十
九
』
）
な
ど
。

(11)
『
尊
卑
分
脈
』
清
和
源
氏
・
斯
波
、
宗
家
の
項
な
ど
。

(12)
『
金
沢
嚢
余
残
編
』
坤
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）
。
年
代

比
定
は
、
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
職
員
表
復
原
の
試
み
」
（
同
『
鎌

倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。
初
出
一

九
八
三
＼
八
七
年
）
。

(13)
『
尊
卑
分
脈
』
桓
武
平
氏
・
北
条
、
時
邦
の
項
な
ど
。

(14)
『
実
射
卿
記
』
嘉
元
四
年
三
月
―
―

1
0
日
条
（
『
大
日
本
古
記
録
』
本
）
。

(15)
『
佐
々
木
系
図
』
頼
綱
の
項
（
『
続
群
書
類
従
第
五
輯
下
系
図

部』）。

(16)
鎌
倉
期
の
足
利
氏
一
門
に
関
す
る
論
集
と
し
て
、

『
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
関
東
武
士
の
研
究
第
九
巻

（
戎
光
祥
出
版
、
―

10
二
ニ
年
）
が
あ
る
。

中

(17)
網
野
善
彦
「
荘
園
・
公
領
と
諸
勢
力
の
消
長
」
（
『
網
野
善
彦
著
作

集
第
四
巻
荘
園
・
公
領
の
地
域
展
開
』
岩
波
書
店
、
二

0
0

九
年
。
初
出
一
九
七
二
年
）
。

(18)
霜
月
騒
動
に
関
す
る
お
も
な
論
考
を
記
す
。
多
賀
宗
隼
「
弘
安
八

年
「
霜
月
騒
動
」
と
そ
の
後
執
権
政
治
の
一
考
察
」
（
同

『
論
集
中
世
文
化
史
上
公
家
武
家
篇
』
法
蔵
館
、
一
九
八

五
年
。
初
出
一
九
四
0
年
）
。
石
井
進
「
霜
月
騒
動
お
ぼ
え
が
き
」

（
『
石
井
進
著
作
集
第
四
巻
鎌
倉
幕
府
と
北
条
氏
』
岩
波
書
店
、

―
10
0
四
年
。
初
出
一
九
七
三
年
）
。
村
井
章
介
「安
達
泰
盛
の
政

治
的
立
場
」
（
同
『
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
』
校
倉
書
房
、
一
―

0
0
五
年
。
初
出

一
九
八
八
年
）
。
本
郷
和
人
「
霜
月
騒
動
再
考
」

（
『
史
学
雑
誌
』
一
―
二
編
―
二
号
、
二

0
0
1
―一年）。

(19)
以
下
の
姻
戚
関
係
は
、
熊
谷
隆
之
「
ふ
た
り
の
為
時
1

得
宗
専

制
の
陰
蒻
」
（
『
日
本
史
研
究
』
六
―
一
号
、
二

0
二
ニ
年
）
、

同
「
大
仏
維
貞
の
境
涯
上
洛
と
東
下
の
あ
い
だ
」
（
細

川
涼

一
編
『
生
活
と
文
化
の
歴
史
学

7

生
・
成
長
・
老
い
・

死
』
竹
林
舎
、
二

0
一
六
年
）
も
参
照
。

(20)
『
尊
卑
分
脈
』
清
和
源
氏
・
斯
波
、
家
貞
（
宗
氏
）
の
項
。

(21)
『
尊
卑
分
脈
』
魚
名
公
孫
・
安
達
、
義
景
女
子
の
項
。

(22)
『
佐
野
本
宇
都
宮
系
図
』
公
綱
の
項
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄

写
本
）
。

(23)
『
宇
都
宮
系
図
』
貞
綱
の
項
（
『
続
群
書
類
従

部
』
）
な
ど
。

第
六
輯
下

系
図
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(24)
「
武
州
文
書
所
収
称
名
寺
文
書
」
正
和
四
年
―
一
月
一
日
、
尼
慈
性
寄

進
状
写
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
三
巻
二
五
四
二
七
号
）
。
系
譜
関
係
は
、

永
井
晋
「
金
沢
北
条
氏
の
系
譜
」
（
同
『
金
沢
北
条
氏
の
研
究
』

八
木
書
店
、
二

0
0
六
年
。
初
出
一
九
九
三
＼
九
八
年
）
。

(25)
『
北
条
系
図
』
顕
時
女
子
の
項
（
『
続
群
書
類
従
第
六
輯
上
系

図
部
』
）
。

(26)
以
下
の
政
治
過
程
は
、
熊
谷
隆
之
「
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
と
鎌
倉
幕
府
」

（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
7
巻

中

世

2
』
岩
波
書
店
、
ニ

0
一
四
年
）
、
同
「
大
仏
維
貞
の
境
涯
」
（
前
掲
）
も
参
照
。

(27)
『
血
脈
類
集
記
』
第
一
―
・
権
僧
正
定
清
付
法
（
前
掲
）
。

(28)
『
尊
卑
分
脈
』
清
和
源
氏
・
足
利
、
泰
氏
の
項
な
ど
。

(29)
『
滝
山
寺
縁
起
』
（
『
新
編
岡
崎
市
史
史
料
古
代
中
世

6
』

滝
山
寺
文
書
、
七
号
、
八
六
八
頁
）
。
没
年
齢
は
、
『
尊
卑
分
脈
』

清
和
源
氏
・
足
利
、
頼
氏
の
項
。

(30)
『
尊
卑
分
脈
』
清
和
源
氏
・
渋
川
、
義
春
の
項
。

(31)
『
滝
山
寺
縁
起
』
（
前
掲
、
八
六
九
頁
）
。

(32)
『
尊
卑
分
脈
」
清
和
源
氏
・
足
利
、
貞
氏
の
項
な
ど
。

(33)
本
郷
和
人
「
霜
月
騒
動
再
考
」
（
前
掲
）
。

(34)
『
関
東
評
定
衆
伝
』
弘
長
元
年
条
（
以
下
『
群
書
類
従

補
任
部
』
）
な
ど
。

(35)
『
関
東
評
定
衆
伝
』
弘
長
三
年
条
な
ど
。

(36)
『
関
東
評
定
衆
伝
』
文
永
七
年
条
。

(37)
『
関
東
評
定
衆
伝
』
建
治
元
年
条
。

第
四
輯

(38)
建
治
元
年
末
の
評
価
は
、
熊
谷
隆
之

「鎌
倉
幕
府
支
配
の
展
開
と

守
護
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
四
七
号
、
二

0
0
八
年
）
、
同
「
モ

ン
ゴ
ル
襲
来
と
鎌
倉
幕
府
」
（
前
掲
）
、
同
「
鎌
倉
幕
府
支
配
の
西

国
と
東
国
」
（
川
岡
勉
編
『
戎
光
祥
中
世
史
論
集
第
一
巻
中

世
の
西
国
と
東
国
権
力
か
ら
探
る
地
域
的
特
性
』
戎
光

祥
出
版
、
二

0
一
四
年
）
、
同
「
大
仏
維
貞
の
境
涯
」
（
前
掲
）
も

参
照
。

(39)
森
幸
夫
「
六
波
羅
評
定
衆
考
」
（
同
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
続

群
書
類
従
完
成
会
、
二

0
0
五
年
。
初
出
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

六
波
羅
探
題
の
研
究
史
は
、
木
村
英
一
『
鎌
倉
時
代
公
武
関
係
と

六
波
羅
探
題
』
（
清
文
堂
出
版
、
二

0
一
六
年
）
を
参
照
。

(40)
『
尊
卑
分
脈
』
乙
麿
卿
孫
・
ニ
階
堂
、
行
景
の
項
、
お
よ
び
行
清
女

子
の
項
。

(41)
『
尊
卑
分
脈
』
宇
多
源
氏
・
六
角
、
頼
綱
女
子
の
項
。

(42)
『
尊
卑
分
脈
』
乙
麿
卿
孫
・
ニ
階
堂
、
行
清
女
子
の
項
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
七
＼
二
八
年
度
・
日
本
学
術
振
興
会

・
科

学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
C
）
「
鎌
倉
後
期
幕
府
政
治
史
の
基
礎

的
研
究
」
（
研
究
代
表
者
・
熊
谷
隆
之
、
課
題
番
号
J
P
1
5
K
0
2
8
2
9
)

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
、
富
山
大
学
人
文
学
部
・
平
成
二
八
年
度
•
前

学
期
「
日
本
史
演
習
」
で
、
学
部
生
と
と
も
に
関
東
裁
許
状
を
輪

読
す
る
過
程
で
着
想
を
え
た
。
受
講
生
に
感
謝
す
る
。
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